
 

    

社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人    丹の国福祉会丹の国福祉会丹の国福祉会丹の国福祉会    

老人保健施設あやべ老人保健施設あやべ老人保健施設あやべ老人保健施設あやべ    

重重重重    要要要要    事事事事    項項項項    説説説説    明明明明    書書書書    

令和７年度 

ご利用対象者ご利用対象者ご利用対象者ご利用対象者    

    介護給付（施設サービス、短期入所療養介護、通所・訪問リハビリテーション）介護給付（施設サービス、短期入所療養介護、通所・訪問リハビリテーション）介護給付（施設サービス、短期入所療養介護、通所・訪問リハビリテーション）介護給付（施設サービス、短期入所療養介護、通所・訪問リハビリテーション） 

・６５歳以上の第１号被保険者、４０歳以上６５歳未満の第２号被保険者で要介護状態要介護状態要介護状態要介護状態と認定された方 
 介護予防給付（介護予防短期入所療養介護、介護予防通所・訪問リハビリテーション）介護予防給付（介護予防短期入所療養介護、介護予防通所・訪問リハビリテーション）介護予防給付（介護予防短期入所療養介護、介護予防通所・訪問リハビリテーション）介護予防給付（介護予防短期入所療養介護、介護予防通所・訪問リハビリテーション） 

・６５歳以上の第１号被保険者、４０歳以上６５歳未満の第２号被保険者で要支援状態要支援状態要支援状態要支援状態と認定された方 
 
 

ご利用までの流れご利用までの流れご利用までの流れご利用までの流れ    

    

１１１１．．．．ご利用申込みご利用申込みご利用申込みご利用申込み    

          利用申込に必要な書類を、事務所までご持参、又はご郵送下さい。 
 
   ＜申込み時必須書類＞  ①京都府介護老人保健施設 共通申込書（３枚） 
                 利用者情報、身元引受人名等 （３/１） 

利用希望内容、家族構成等  （３/２） 
日常生活動作（ＡＤＬ）確認表（３/３） 

               ②介護サービス共通健康診断書 
     ＜添付書類＞     ①居宅サービス計画書（居宅サービス利用中の方） 
               ②施設サービス計画書（介護施設サービス利用中の方） 
               ③療養サマリー（医療機関入院中の方） 
          ＊１ 短期入所療養介護、通所・訪問リハビリテーションのご利用希望者は 
            ①を必ず添付してください。  
 

２．２．２．２．ご利用判定ご利用判定ご利用判定ご利用判定    

            申込み時に提出いただいた書類などをもとに、当施設の利用判定委員会に 
おいて、施設長・医師以下、各専門職それぞれの見地から総合的に判定を行い、 
合議によりご利用の可否を判定いたします。 
 判定の結果、利用が困難となった場合は、電話又は文書にてご連絡します。 

    



 

    

３．３．３．３．ご利用決定ご利用決定ご利用決定ご利用決定    

           判定の結果ご利用が可能の場合は、文書にて通知させていただきます。 
ご利用開始日、ご用意していただくもの等を記載してあります。 

 

４．４．４．４．ご利用手続き・利用開始ご利用手続き・利用開始ご利用手続き・利用開始ご利用手続き・利用開始    

          ご利用のための手続きを行います。利用に関する希望・要望等がございましたら 
お申し付け下さい。 

 
 
申込み時の診断書・日常生活動作等と健康状態が異なる場合、 

又、居宅、病院、他施設において、当施設ご利用前に感染症等に 
罹患された場合は、利用許可の取り消し、延期となることがあり 
ますのでご了承下さい。 

                                                                    
５．５．５．５．ご利用終了（退所）ご利用終了（退所）ご利用終了（退所）ご利用終了（退所）    

          以下の場合、ご利用の終了となります。 
①ご利用者・連帯保証人のご都合による場合。 
 ２０日間程度の予告期間をもって、届け出下さい。 
②入所利用は当施設において、定期的に実施される利用判定委員会にて、 
退所し居宅においての生活可能と判断された場合。（在宅復帰） 

③ご利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当施設での適切な 
サービスの提供を超えると判断された場合。（入院等） 

            ＊通所・訪問リハビリに関しては、入院、施設入所等で長期間（３ヶ月） 
            ご利用が無い場合は終了とさせて頂きます。 
 

上記以外にも、ご利用終了（退所）に関しましては、利用者・連帯保証人の方と 
ご相談のうえ決定させていただきます。 

                             
    

    

    

    

    

    

    



 

老人保健施設あやべ全般に関する事項老人保健施設あやべ全般に関する事項老人保健施設あやべ全般に関する事項老人保健施設あやべ全般に関する事項    

1111    ご利用施設ご利用施設ご利用施設ご利用施設    

施設の名称 老人保健施設あやべ 
施設の所在地 京都府綾部市小畑町うずいの９８の１ 
管理者（施設長） 的場 加代子 
電話番号 （ＦＡＸ） ０７７３－４８－０１８６ （０７７３－４８－０８０８） 

 

2222    ご利用施設であわせて実施する事業ご利用施設であわせて実施する事業ご利用施設であわせて実施する事業ご利用施設であわせて実施する事業    

サービスの種類 京都府知事の事業者指定 
利用定数 

指定年月日 指定番号 
施設 介護老人保健施設 平成 12年 4月 1日 京都府５１８８００１１号 １００人 

 
居宅 

短期入所療養介護 平成 12年 4月 1日 京都府５１８８００１１号 
通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 平成 12年 4月 1日 京都府５１８８００１１号  ２５人 
訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 平成 28年３月２１日 京都府５１８８００１１号  

 
3333    施設運営の方針施設運営の方針施設運営の方針施設運営の方針    

施設運営の方針  当施設は、事業の目的を達成するため、次のことを方針として運営される 
ものとする。 
１． 病状安定期にあり、入院治療する必要はないが、リハビリテーション、 

看護・介護を中心とした医療ケア及び介護を必要とする寝たきり高齢者、 
認知症高齢者等に対する療養、介護、機能訓練等の施設サービスを提供 
する。 

２．  要介護高齢者の在宅保健福祉の重要性に鑑み、在宅医療、在宅福祉の 
サービスを提供し、もって高齢者に関わる介護者及び家族の支援を行う。 

３． 寝たきり高齢者、認知症高齢者等に関する介護、療養、機能訓練等の 
専門的技能知識の教育普及活動や相談指導を行うことにより、高齢社会 
への対応を支援する。 

４． サービス提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者の生命・身体 
を保護するために、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他の 
行動を制限する行為はしない。 

    

4444    施設の概要施設の概要施設の概要施設の概要    

(1) 敷地および建物 
敷地 １７２１９㎡ 
建物 構造 鉄筋コンクリート造１階建（一部２階） 

延べ床面積 ４６２３㎡  ＊施設内全館 床暖房完備 
(2) 居室、（ ）は認知症専門棟 
居室の種類 室数 居室の種類 室数 
個室 ３６（１４）室 ４人部屋 １１（７）室 
２人部屋 ７（１）室 ３人部屋 ２（２）室 

(3) その他主な設備 
設備の種類 

食堂 一般浴室 診察室 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ･ﾙｰﾑ 
機能訓練室 機械浴室 談話室 デイ・ルーム 



 

5555    相談・苦情等受付相談・苦情等受付相談・苦情等受付相談・苦情等受付    

ご利用に関する相談・ 
苦情受付窓口 

相談担当者 支援相談員    植村 哲也 
柴田 幸悦 

看護主任     水嶋 照美 
介護主任     木村 雄平 
介護支援専門員  上田 美哉子 
通所リハ主任   梅本 幸子 
リハビリ主任   足立 勇太 

ご利用時間 毎日 午前１０時００分～午後５時３０分 
ご利用方法 電話 ０７７３－４８－０１８６ 
      面接 事前にお電話下さい。 
      ご意見箱（老人保健施設あやべ玄関に設置） 

公的機関 
 相談・苦情受付窓口 

綾部市福祉保健部高齢者支援課介護保険担当 
  電 話 ０７７３－４２－３２８０（内線３９４） 
京都府福祉サービス運営適正化委員会 
  電 話 ０７５－２５２－２１５２ 
  ＦＡＸ ０７５－２１２－２４５０ 
京都府国民健康保険団体連合会 

電 話 ０７５－３５４－９０９０ 
第三者 
 相談・苦情受付窓口 

身体拘束廃止委員会第三者委員  民内 誠 様 
  電 話 ０９０－８１９５－０００６ 

 
6666    個人情報保護個人情報保護個人情報保護個人情報保護    

個人情報保護方針と

当施設での利用目的 
当法人では、個人情報を適正に取り扱うことは、医療・介護サービスに携

わるものの重大な責務であると考えております。これら社会的責務を果た

すために、個人情報保護方針と当施設での利用目的を定め、個人情報の適

切な取り扱いと保護を徹底します。 
館内に方針と利用目的を掲示してございますのでご覧下さい。 
 利用者様、連帯保証人様において、個人情報の利用、利用期間中の情報

の開示に関して等、その他ご要望がございましたらお申し付け下さい。      

    

7777    医療機関（病院）・歯科医療機関医療機関（病院）・歯科医療機関医療機関（病院）・歯科医療機関医療機関（病院）・歯科医療機関 
(1) 協力医療機関（病院） 

医療機関名称 綾部ルネス病院 
所在地 綾部市大島町二反田７番地の１６ 
電話番号 ０７７３－４２－８６０１ 
診療科 内科、消化器内科、脳神経内科、外科、脳脊髄外科、泌尿器科、総合外来、 

リハビリテーション科、人工透析内科、放射線科、認知症外来 
入院設備 有り 救急指定の有無 有り 

(2) その他医療機関（病院） 
協力医療機関 綾部市立病院 

所在地 綾部市青野町大塚２０－１ 
電話番号 ０７７３－４３－０１２３ 
診療科 内科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、整形外科、脳神経外科、 

精神科、眼科、放射線科、泌尿器科、皮膚科、外科、麻酔科 
入院設備 有り 救急指定の有無 有り 
 併設訪問看護ステーション有り 



 

(3) 歯科医療機関 
医療機関名称 医療法人丹進会 武田歯科 

所在地 綾部市駅前通り５４番地の１ 
電話番号 ０７７３－４２－１３０４ 

    

8888    非常災害時の対策非常災害時の対策非常災害時の対策非常災害時の対策    

非常時の対応 別途定める「老人保健施設あやべ消防計画」にのっとり、ご利用者の安全を

第一として対応を行います。 
平常時の訓練等 別途定める「老人保健施設あやべ消防計画」にのっとり、年数回夜間および

昼間を想定した避難訓練を、利用者の方も参加して実施します。 
防災設備 
 

設備名称 
ガス漏れ報知機 防火扉・シャッター 
非難口 屋内消火栓 
自動火災報知機 非常通報装置 
誘導灯 漏電火災報知機 
非常用電源 スプリンクラー 
カーテン、布団等は防煙性能のあるものを使用しております。 

消防計画等 消防署への届出日：平成２４年４月１日 
防火管理者：老人保健施設あやべ  柴田 幸悦 

    

9999    第三者評価受診状況第三者評価受診状況第三者評価受診状況第三者評価受診状況    

受診日 受診サービス 評価機関 
平成 21年 2月 27日 介護老人保健施設 

短期入所療養介護 
通所リハビリテーション 

特定非営利活動法人  
市民生活総合サポートセンター 

平成 24年 10月 23日 介護老人保健施設 
短期入所療養介護 
通所リハビリテーション 

社団法人京都私立病院協会 

平成 27年 11月 27日 介護老人保健施設 
短期入所療養介護 
通所リハビリテーション 
居宅介護支援 

特定非営利活動法人  
きょうと福祉ネットワーク「一期一会」 

令和元年 10月 23日 介護老人保健施設 
短期入所療養介護 
通所リハビリテーション 
訪問リハビリテーション 
居宅介護支援 

特定非営利活動法人  
きょうと福祉ネットワーク「一期一会」 

令和６年 10月 30日 介護老人保健施設 
短期入所療養介護 
通所リハビリテーション 
訪問リハビリテーション 

特定非営利活動法人  
きょうと福祉ネットワーク「一期一会」 

    

    

    

    



 

入所・短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護サービス入所・短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護サービス入所・短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護サービス入所・短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護サービス    

    

1111    営業日およびご利用の申込み営業日およびご利用の申込み営業日およびご利用の申込み営業日およびご利用の申込み    

営業日  年中無休 窓口営業時間 午前 ９：００ ～ 午後 ５：３０ 
お申込の方法  ご利用の申込みは、利用を希望される期間の初日の 2か月前から受け付けており

ます。必要書類を提出してください。 
 

2222    職員勤務体制・職務内容職員勤務体制・職務内容職員勤務体制・職務内容職員勤務体制・職務内容    

職種 員数 勤務体制・職務内容 
施設長 １名 施設の管理者、常勤で日勤勤務。 

施設の業務全般を統括・執行し、従業者の管理、指導を行う。 
医師 ２名 常勤１名、非常勤１名日勤勤務。（日・木曜日は休日） 

利用者の病状及び心身の状態等を的確に把握し、医療に関する 
適切なる指導並びに処置を行う。 

理学療法士・作業療法士 ８名 理学療法士６名、作業療法士２名で勤務。（日曜日休日） 
医師の指示に基づき、利用者の身体能力に応じたリハビリテー

ション計画を作成し、機能訓練を実施する。 
支援相談員 ３名 常勤で日勤勤務。 

利用者、家族からの相談に適切に対応する。また地域その他の

関係機関との窓口となり連携を図る。 
介護支援専門員 ３名 常勤で日勤勤務、看護職員・介護職員・支援相談員と兼務。 

利用者について把握した解決すべき課題に基づき施設サービス 
計画を作成するとともに実施状況を管理する。 

管理栄養士 ２名 常勤で日勤勤務。 
利用者の嗜好と栄養水準を把握し、健康の維持増進のため食事

管理を行う。 
薬剤師 ２名 週２日日勤勤務。 

医師の指示に基づき調剤を行い、施設での薬剤を管理する。 
看護職員 
 
介護職員 

１０名 
 
３０名 
 

看護師・准看護師。日勤、遅番、夜勤 交代勤務。 
医師の指示に基づき利用者の健康管理及び看護を行う。 
介護職員は介護福祉士等。早番、日勤、遅番、夜勤 交代勤務。 
利用者の施設サービス計画を充分に理解し、日常生活全般にお

ける介護、リハビリテーションの援助等を行う。 
サービス提供体制強化 看護・介護職員の７５％以上が常勤職員です。 

              ＊上記員数は、令和７年５月１日現在で、非常勤も含んだ人数となっています。 

3    サービスの概要サービスの概要サービスの概要サービスの概要 
(１) 介護保険給付内サービス 

種 類 内   容 
施設サービス計画・

短期入所療養介護 
計画の立案作成と 
交付 

・利用者及びその家族の意向や希望を勘案し、利用者の総合的な援助方針、

生活全般の解決すべき課題、サービスの目標及び達成時期、サービスの内容、

サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設サービス計画・短期入

所療養介護計画を立案作成し、利用者又はその家族にご説明の上交付いたし

ます。 
栄養マネジメント 
 

利用者の栄養状態を適切に把握し、その状態に応じて他職種協働により、利

用者の摂食・嚥下機能に配慮した栄養ケア計画を作成・管理します。 



 

食事の介助 ・食事はできるだけ離床して食堂でとっていただけるように配慮します。 
利用者様の身体状況に応じて食事の介助をいたします。 
（基本の食事時間） 
  朝食 ８：００～  昼食 １２：００～  夕食 １７：００～ 

口腔衛生の管理 ・歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言や指導に基づき、利用者

の状況に応じて適切な口腔衛生の管理を行います。 
入浴の介助 ・週２回の入浴または清拭を行います。追加希望はご相談下さい。 

・寝たきり等で座位のとれない方は機械を用いての入浴も可能です。 
排せつの介助 
（排せつ支援） 

・利用者の状況に応じて適切な排せつ介助を行うとともに、排せつの自立に

ついても適切な援助を行います。 
着脱等の介助 ・寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。 

・生活のリズムを考えて、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 
・個人としての尊厳に配慮し、適切な整容が行われるよう援助します。 
・シーツ交換は週 1回、寝具の消毒は月２回実施します。 

褥瘡マネジメント ・褥瘡発生を予防するため、褥瘡の発生と関連の強い項目について定期的な 
 評価を実施し、その結果に基づき計画的に管理します。 

機能訓練 ・機能訓練指導員（所有資格：理学療法士、作業療法士）による利用者の状

況に適合した機能訓練を行い、身体機能の維持・改善に努めます。通常の個

別リハビリと集中的に実施するリハビリがございます。 
リハビリ・マネジメ

ント 
・利用者のリハビリに関する解決すべき課題等を適切に把握し、他職種協働

によるその状態に応じたリハビリテーション計画を作成し、利用者又は家族

にご説明し交付いたします。また計画書の内容等を厚生労働省に提出し、適

切かつ有効な実施のため必要な情報を活用します。 
健康管理 ・常勤医師により健康管理に努めます。また、緊急等必要な場合には利用者

家族・連帯保証人と連絡を取り、利用者主治医あるいは協力医療機関等に引

継ぎが出来るよう援助します。その際に利用者又は連帯保証人の同意を得て、

適切な医療行為のため必要な情報提供を（紹介状、看護サマリー等）させて

頂く場合がございます。 
（常勤医師）氏名：澤田 照男 （非常勤医師）氏名：水野 徹 

レクリエーション ・施設行事計画にそって各種レクリエーション行事を企画します。 
感染症等の発生状況により、実施出来ない場合もございますのでご了承くだ

さい。 
相談および援助 ・当施設は、利用者およびそのご家族からのいかなる相談についても誠意を

もって応じ、可能な限り必要な援助を行うよう努めます。家庭復帰に向け、

居宅サービス等利用のため必要な場合は、利用者または連帯保証人の同意を

得て、退所時に関連機関に対し利用者またはご家族様に関する情報を提供さ

せていただく場合もございます。 
（相談窓口） 支援相談員、介護支援専門員、看護・介護主任 
・綾部市福祉行政の介護相談員派遣事業に協力し、月 1回程度介護サービス

相談員を受け入れております。年 1回活動実績報告会を開催し、利用者から

受けた相談内容等をサービス向上へ役立てております。 
要介護認定 

の更新援助  
・利用者の要介護認定更新の申請が円滑に行われるよう援助します。利用者

の身体状況により変更申請も行います。希望される場合は、申請書の提出代

行等を行います。 
入退所時送迎 
（短期入所のみ） 

・担当の居宅介護支援専門員の方を通じて申込み下さい。通常の送迎実施地

域は綾部市内とさせていただきます。その他の地域の方はご相談下さい。 
 
 



 

（２） 居住費（滞在費）・食費関連 
種 類 内   容 

居室の提供  ・個室、多床室（２～４人室）の居室を提供致します。個室と多床室では

居住費が異なりますので、利用者負担説明書にてご確認下さい。 
・認知症専門棟では、精神症状等により、多床室では同室の利用者の心身

状況に影響を及ぼすおそれが高い等、当施設の医師が判断した場合、個室

のご利用となります。 
・一般棟個室では専用のテレビを使用することができます。一般棟個室・

２人室ご利用の場合は、他の多床室との利便性等の違いを考慮し、特別室

料が掛かります。 
＊ 入所後の病状変化や他利用者の病状により、居室変更や転棟をお願い

することがあります。その際、感染症等を防ぐため緊急を要する場合には、

ご家族への報告が事後報告となることがございますのでご了承下さい。 
食事の提供 ・管理栄養士の立てる献立表により、栄養とバラエティに富んだ食事を提

供します。利用者の心身の状況により適切な栄養量および内容の食事提供

を行います。 
 
(３) ご希望ご利用によるサービス 

種 類 内   容 
おやつの提供  ・利用者の希望に応じて提供します。 
施設の利用 ・利用者の希望による日用品の使用 

・クラブ活動（趣味クラブ等）を通じて、教養娯楽活動を実施します。 
理美容サービス ・月２回程度（月初または月末の月曜日、木曜日）、美容室の出張による

理髪・美容サービスをご利用いただけます。 
 ご希望の場合は事前に料金をお預け下さい。 

私服の洗濯 ・利用者の希望によって、私服等の洗濯代行サービスをします。 
電気製品の使用 ・電気製品の持ち込み、使用に関しては事前にご相談下さい。     
テレビのリース ・設備の関係上、一般棟を利用される場合のみとなります。     
その他 ・ご希望があればご相談下さい。     

 
 (４) 利用料 ＊詳細は利用者負担説明書利用者負担説明書利用者負担説明書利用者負担説明書をご覧下さい。 

種 類 利用料（１ヶ月当たり） 支払い方法 
介護保険給付

内サービス 
（施設サービス） 
１．法定代理受領の場合 
介護報酬告示上の額の施設介護サービス費の 
介護保険負担割合証記載の利用者負担の割合 

２．法定代理受領でない場合 
介護報酬告示上の額の施設介護サービス費 

（短期入所療養介護） 
１．法定代理受領の場合 
介護報酬告示上の額の居宅介護サービス費の 
介護保険負担割合証記載の利用者負担の割合 

２．法定代理受領でない場合 
介護報酬告示上の額の居宅介護サービス費 

＊加算料金についても同様の扱いとなります。 

前半分、後半分として、 

月２回利用料金の請求書を

連帯保証人に郵送します。 
請求書が届きましたら、２

週間以内に、事務所窓口にて

お支払い下さい。 
退所の場合、又は短期入所

療養介護ご利用の場合は、退

所日のお支払いとなります。 
ゆうちょ銀行での口座引

落を希望される場合は、自動

払込利用申込書、口座引落同

意書をご提出下さい。 



 

介護保険給付

外サービス 
利用者負担説明書に記載してある額 

・居住費（滞在費）、食費 
 減額認定証をお持ちの方は負担限度額が設定され

ます。窓口に提示してください。 
・特別室料（一般棟個室、２人室） 
・日用品費、利用者様ご希望の日用品費、教養娯楽費

等の実費 

介護保険給付内サービス

と同様。 

※ 利用料のお支払いに関して 
当施設では、利用者の連帯保証人に対し、居住費（滞在費）・食費、その他の利用料の項目と 

その費用についてご説明を行い、支払いに関する同意を得るものとします。 
連帯保証人の方は、利用者の当施設に対する一切の債務につき、極度額２５０万円の範囲内 

で連帯して履行の責任を負うことになります。 
正当な理由なく利用料の支払いが一定期間滞納され、その支払いを督促したにもかかわらず、 

２０日間以内に支払いがない場合は、利用解除となることがありますのでご了承下さい。 
    

4444    当施設ご利用の際に留意いただく事項当施設ご利用の際に留意いただく事項当施設ご利用の際に留意いただく事項当施設ご利用の際に留意いただく事項    

来訪・面会 《通常時》 
来訪者は、面会時間（１３：３０～１６：００）を遵守し、必ず施設事務

所窓口の面会簿に記入をして下さい。風邪や下痢等の症状のある方の面会

は、お断りさせていただきます。やむを得ない事由等により面会時間以外の

来訪を希望される場合は、事前にお電話下さい。 
利用者、連帯保証人において、面会を制限する等のご希望がございました

ら、あらかじめ事務所窓口に申しつけ下さい。 
《感染症等対策時》 
感染症対策による国の緊急事態宣言時、又はそれに準ずる対策を要する場

合、その他の感染症等の発生が有り施設内又は近隣地域において、ご利用者

への罹患、蔓延が懸念されるような場合は、面会中止又は制限をさせていた

だきますのでご了承下さい。  
＊感染症対策時は、月、水、木、土曜日の週４回、1日 4組程度までの事前

予約制にて面会を実施しております。 
来訪・面会時の 
持ち込み品について 

入所中は医師、管理栄養士、看護・介護職員により、利用者の栄養管理・

食事管理を行っております。また、食中毒等の発生防止のため、食べ物類の

お持ち込みはご遠慮ください。お持ち込みになられた食べ物による体調不良

に関しては、責任を負いかねますのでご了承下さい。その他持ち込み品に関

しては、職員にご相談ください。 
外出・外泊 《通常時》 

外出・外泊の際には、所定の届出用紙に目的、行き先、帰所時間等を記入

し、事前に提出して下さい。連帯保証人の承諾が必要です。 
出所・帰所時間につきましては、食事の準備等の都合がございますので、

面会時間内でお願いします。 
外出・外泊中に体調が思わしくない場合は施設までご連絡下さい。無断で

他の医療機関の受診や薬剤の服用はおやめ下さい。 
面会回数を多くしたり、外泊を試みることによってご家族とのつながりが

強まり、それが利用者の自立に結びつければと考えておりますのでご協力の

程、宜しくお願いいたします。  
《感染症等対策時》 
新型コロナウイルス感染症対策による国の緊急事態宣言時、又はそれに準

ずる対策を要する場合、その他の感染症等の発生が有り施設内又は近隣地域

において、ご利用者への罹患、蔓延が懸念されるような場合は、外出・外泊



 

中止又は制限をさせていただきますのでご了承下さい。  
当施設における治療

及び他の医療機関へ

の受診について。 

 

 当施設で行えない処置や手術、その他病状が著しく変化した場合の医療に

ついては他の医療機関での治療となり、施設長が施設医の指示の下判断いた

します。この時、当施設協力医療機関・かかりつけ医師やご本人・ご家族が

希望される医療機関へ受診に行っていただきます。その際ご家族が事前に医

療機関へ申込みをしていただき、受診予約の受付が完了すれば、施設職員が

医療機関へご本人を搬送させていただきます。尚、ご家族の付き添いが原則

となります。 

緊急の場合に限り、施設職員が事前に確認している医療機関まで付き添

い、病院でご家族と合流することもあります。 

外来受診時のご家族対応が不可能であれば、当施設のご利用が困難となる

こともあります。 

緊急時以外の受診については、状態変化が発生した時点で施設長の指示の

下、看護師もしくは担当ケアマネよりご家族へご連絡を入れ、ご家族が医療

機関へ受診の申込をしていただき受診日を決定します。 

継続的な治療や受診を要し、施設長が当施設での療養が困難と判断した時

点で他施設・医療機関への転所・転院となり、当施設を退所となります。 

受診後に入院となった場合、当施設は退所となり、治療終了後の再入所につ

いては、再入所の手続きが必要となります。お体の状態によっては、退院後

の再入所の確約ができない場合もございますのでご了承下さい。 

入所後の病状変化や他利用者の病状により、転室や転棟をお願いすること

があります。その際、緊急を要する場合にはご家族への報告が事後報告とな

ることもございますのでご了解下さい。 

居室・設備・器具の

利用 
施設内の居室や設備、器具は本来の用法にしたがってご利用下さい。これ

に反したご利用により破損等が生じた場合、賠償していただくことがござい

ます。頻回に破損行為等があるときは、利用解除となる場合があります。 
迷惑行為等 騒音等他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮願います。また、むやみに他

の利用者の居室等に立ち入らないようにしてください。利用者ご本人にご理

解が得られない場合は、連帯保証人にご連絡し対処方法を協議いたします。 
 利用者の行動が、他の利用者の生命又は健康に重大な影響を及ぼすおそれ

があり、通常の介護方法ではこれを防止できないときは、利用解除となる場

合もございます。また、他者に対して危険な行為等により危害を加えられた

場合は、賠償責任を負って頂くこととなります。 
 施設内での写真撮影や情報通信機器の使用はプライバシー保護の観点か

ら、他の利用者の迷惑にならないよう十分注意してください。上記機器の使

用等により生じたトラブルについて当施設は一切の責任を負いません。 
喫煙・飲酒 喫煙・飲酒は原則お断りいたします。館内は禁煙です。 
所持品の管理 貴重品は一切お預かりできません。 
現金等の管理 利用者本人が管理できる程度（公衆電話・自動販売機で使用等）でお持ち

頂くのは結構ですが、紛失等に関しましては当施設では一切の責任を負えま

せんのでご了承下さい。 
宗教活動・政治活動 施設内で他の利用者に対する宗教活動および政治活動若しくは営利活動

は固くお断りいたします。 
動物飼育 施設内へのペットの持ち込みおよび飼育はお断りします。 
その他の事項 施設と連帯保証人との相談・協議にて決定します。 

    

    

    



 

5555    緊急時・事故発生時の対応緊急時・事故発生時の対応緊急時・事故発生時の対応緊急時・事故発生時の対応    

緊急時の対応 入所中、病状の急変等により他の医療機関への受診が必要な事態が生じた

場合には、施設長、当施設医師の判断により、救急治療等必要な措置が受け

られるように対処します。連帯保証人に対して速やかにご連絡させていただ

きます。 
事故発生時の対応 入所中、事故等が発生した場合は、必要な応急手当を行い、速やかに連帯

保証人に対して状況や状態をご説明させていただきますとともに、施設長、

医師の判断、場合によっては市町村との連絡協議の結果にて迅速かつ適切な

対処をいたします。 
発生した事故につきましては、施設長、医師、主任及び関係スタッフ等で

状況と原因等について検討し、再発生防止策を講じ周知徹底します。 
事故等の内容により利用者様等に損害を与えることになった場合は、法人

理事会で検討し、必要があれば賠償させていただきます。 
    

6666    その他、在宅復帰後及び在宅高齢者への対応（緊急ショートステイ等）その他、在宅復帰後及び在宅高齢者への対応（緊急ショートステイ等）その他、在宅復帰後及び在宅高齢者への対応（緊急ショートステイ等）その他、在宅復帰後及び在宅高齢者への対応（緊急ショートステイ等）    

緊急性の対応 相談業務のなかで、緊急援助を必要とするケースが発生した場合、施設の

利用判定委員会で早急に適確に判断し対応していきます。 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

個人情報保護方針個人情報保護方針個人情報保護方針個人情報保護方針 

 

 

 社会福祉法人丹の国福祉会（以下「当法人」）は、高い公共性に倫理性を旨として、国民の負託に応え

ると共に、地域社会における福祉サービスの充実発展に貢献することを理念としております。 

 当法人では、利用者の方の個人情報を適正に取り扱うことは、医療・介護サービスに携わるものの重

大な責務であると考えております。 

 これら社会的責務を果たすために、当法人では、下記のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報の

適切な取り扱いと保護を徹底いたします。 

 

 

１．個人情報に関する法令・規範の遵守 

 業務上で個人情報の保護に関する法令及び行政機関等が定めた個人情報保護に関する条例・規範・ガ

イドライン等を遵守します。 

 

２．個人情報保護施策の強化 

 個人情報が分散した形で蓄積利用される可能性を排除し、適切な個人情報の収集、利用及び提供が行

われる体制整備の向上を図るとともに、個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざん及び漏洩の予

防に努め、万一の問題発生時には速やかな是正対策を実施します。 

 

３．個人情報保護に関する意思統一の徹底 

 個人情報の取り扱いに関する規程を明確にし、従業者に周知徹底します。また、取引先等に対しても

適切に個人情報を取り扱うよう要請します。 

 

４．個人情報保護活動を継続的に改善・推進 

 自主的に的確な個人情報の保護措置が講じられるよう、個人情報の取り扱いに関する内部規程を定期

的に見直し、これを遵守するとともに、職員の教育・研修を徹底し推進致します。 

 

 

 

  令和７年 ４月 １日 
 

                                           社会福祉法人 丹の国福祉会 

                                          

                             理事長  的 場  定 

 

 

 



 

個人情報の利用目的個人情報の利用目的個人情報の利用目的個人情報の利用目的 

 

 老人保健施設あやべでは、社会福祉法人丹の国福祉会個人情報保護方針の下、お預かりしている個人

情報について、利用目的を以下のとおり定めます。 

 

１．施設内での利用 

 ①利用者様に提供する介護サービス 

 ②介護保険事務 

 ③入退所等の管理 

 ④会計・経理 

 ⑤介護事故等の報告 

 ⑥当該利用者様への介護サービスの向上 

 ⑦その他、利用者様に係る管理運営業務 

 

２．施設外への情報提供としての利用 （①～③別紙同意書有り） 

 ①他の介護保険サービス事業者や居宅介護支援事業所等との連携 

 ②他の介護保険サービス事業者や居宅介護支援事業所等からの照会への回答 

 ③協力医療機関等や歯科医療機関との連携及び照会への回答 

 ④給食業務等の業務委託 

 ⑤ご家族等への心身の状況説明 

 ⑥審査支払機関への給付費明細書の提出 

 ⑦審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

 ⑧損害賠償保険等に係る保険会社等への相談又は届出等 

 

３．その他の利用 

 ①介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

 ②当施設内において行われる看護（介護）学生の実習への協力 

 ③当施設において行われる事例研究 

 

＜付記＞ 

  １．上記のうち、情報提供について同意しがたい事項がある場合は、事務所窓口まで 

   お申し出下さい。 

  ２．お申し出がないものにつきましては、同意していただけたものとして取り扱わせ 

   ていただきます。 

  ３．これらのお申し出は、後からいつでも撤回、変更等をすることができます。 

 

   令和７年 ４月 １日 

     老人保健施設 あやべ 

                                施設長  的場 加代子 



《利用者負担の種類》

　　介護老人保健施設をご利用される利用者のご負担は、下記の２種類となります。

１．介護保険負担割合証に記載された給付にかかる自己負担分

２．保険給付対象外の利用料

　　（１）居住費（滞在費）、食費関連の費用

　　（２）利用者の選択に基づき必要となる費用

《サービス計画の確認》

《当法人利用料減免制度》

利 用 者 負 担 説 明 書　

社会福祉法人　丹の国福祉会

老人保健施設あやべ

令和７年度

　利用者が「利用者負担」のどの段階に該当するかは市町村が決定します。

第１～第３段階の認定を受けるには、利用者本人の住所地の市町村に申請し、市町村より

「介護保険負担限度額認定証」を受ける必要があります。

　その他、当施設利用者負担の詳細は次頁以降をご参照ください。

「介護保険負担限度額認定証」が発行された場合は必ず提出して下さい。

　１は利用者の要介護度等状態区分、入所・短期入所療養介護の場合は利用される棟や居室、

加算項目により異なり、通所リハビリサービスでは利用時間、加算項目により異なります。

　２の利用料は各施設ごとの設定となっておりますが、（１）居住費（滞在費）・食費については、

入所利用の場合、国が定める第１～第３段階の利用者には負担軽減策が設けられています。

　　減免制度の申請を希望される方は、事務所窓口まで申し出下さい。

　　当施設では、施設サービス（入所）において、独居・老夫婦世帯、その他家庭の事情を勘案し、

身元引受人からの申請により、利用料支払額を減免させていただく制度がございます。

　　この制度は生活困難者の方のご利用を援助する目的で、社会福祉法人丹の国福祉会が

独自に減免規定を設けて実施するものです。

　　施設サービス（入所）を希望される場合は、直接施設にお申込みいただけますが、短期入所

療養介護、通所リハビリテーションは、原則的に利用に際しては、居宅支援サービス計画

（ケアプラン）を作成したあとでなければ、保険給付を受けることができませんので注意が必要です。

　担当の居宅介護支援事業所（ケアマネージャー）に計画の確認をして下さい。



個　室 ２人室 ３～４人室

要介護　１ ７１７  円

要介護　２ ７６３　円

要介護　３ ８２８　円

要介護　４ ８８３　円

要介護　５ ９３２　円

夜勤職員配置加算

口腔衛生管理加算

高齢者施設等感染対策向上加算

短期集中リハ実施加算

認知症短期集中リハ加算

認知症チームケア推進加算

若年性認知症受入加算

認知症症状緊急対応加算

緊急時治療管理加算

所定疾患施設療養費

入所前後訪問指導加算

入退所前連携加算

試行的退所時指導加算

退所時情報提供加算

退所時栄養情報連携加算

再入所時栄養連携加算

訪問看護指示加算

介

護

保

険

給

付

内

サー

ビ

ス

そ

の

他

加

算

科

目

（

条

件

整

備

、

実

施

利

用

分

）

初期加算

　夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たし都道府県知事に届出　２４円加算

　感染症発生時、感染者の診療等を実施する医療機関と連携を構築（Ⅰ）月１０円（Ⅱ）月５円

NO１

１日あたりの自己負担分

　入所３月以内に記憶・日常生活訓練等を集中的に実施　（Ⅰ）２４０円（Ⅱ）１２０円

　管理栄養士が退所先の医療機関等へ栄養管理に関する情報を提供　７０円

　管理栄養士が病院等の管理栄養士と連携し栄養ケア計画を策定　２００円

　入所日前又は入所後居宅を訪問し施設サービス計画を策定　（Ⅰ）４５０円　（Ⅱ）４８０円

　歯科医師、歯科衛生士の技術的助言、指導に基づき口腔衛生管理を実施（Ⅰ）月９０円（Ⅱ）月１１０円

　医師、療法士等が共同し、継続的にリハビリテーションの質の管理（Ⅰ）月５３円（Ⅱ）月３３円

　退所先へ施設で把握している生活状況等の情報を提供　（Ⅰ）５００円（Ⅱ）２５０円

　入所３月以内にリハビリを短期集中的に実施　（Ⅰ）２５８円（Ⅱ）２００円

施設サービス（入所）の利用者負担

　　７９３　円

　　８４３　円

　　９０８　円

　　９６１　円

確認欄

令和７年度

介護保険負担割合　１割

利

用

者

の

要

介

護

度

居　室　種　別

在宅復帰・在宅療養支援機能加算

　認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを実施（Ⅰ）月１５０円（Ⅱ）月１２０円

　退所後に利用する居宅介護支援事業者へ情報提供し連携調整 （Ⅰ）６００円（Ⅱ）４００円

　緊急的な治療管理として投薬、検査、注射、処置等を実施、１日につき５１８円

　認知症の行動・心理症状の利用者に緊急に施設サービスを実施　１日につき２００円

　受け入れた若年性認知症利用者の特性やニーズに応じたサービスを提供　１２０円

　入所した日から３０日間　（Ⅰ）６０円 （Ⅱ）３０円　加算

１，０１２　円

褥瘡マネジメント加算

科学的介護推進体制加算

認知症ケア加算

　褥瘡発生予防のため、定期的な評価を実施し計画的に管理　（Ⅰ）月３円（Ⅱ）月１３円

　認知症専門棟でのサービスを利用の場合　７６円　加算

　排泄に介護を要する利用者に多職種協働で計画を作成し支援（Ⅰ）月１０円（Ⅱ）月１５円（Ⅲ）月２０円

サービス提供体制強化加算 　看護・介護職員の75％以上が常勤職員　６円　加算

　退所時に訪問看護ステーションに対し、医師が訪問看護指示書を交付　３００円

　試行的退所時に利用者・家族に対し、居宅での療養上の指導を行った場合　４００円

排せつ支援加算

　在宅復帰・在宅療養支援等指標の評価項目要件を満たした場合　５１円　加算

　利用者の心身の状況等に係る基本的等を厚生労働省に提出（Ⅰ）月４０円（Ⅱ）月６０円

　肺炎、尿路感染、帯状疱疹、心不全増悪等に投薬、検査、注射、処置を実施（Ⅰ）２３９円（Ⅱ）４８０円

リハビリマネジメント計画書情報加算

協力医療機関連携加算 　協力医療機関と実効性のある連携を構築　月５０円　加算



確認欄

ターミナルケア加算

外泊時費用

介護職員等処遇改善加算 　介護職員等の処遇を改善するため　上記負担額の７．１％　加算

介

護

保

険

給

付

内

サ

ー

ビ

ス

　居宅における外泊をされた場合、１日３６２円、外泊中に施設が提供する

　在宅サービスを利用された場合、１日８００円　１月に６日限度（初日と最終日を除く）

　死亡日 １，９００円　前日・前々日 ９１０円 以前4～30日 １６０円 31～45日 ７２円 

加

算

科

目

施設サービス（入所）の利用者負担

NO２
令和７年度

介護保険負担割合　１割

　利用者と家族様の同意を得てターミナルケア計画を作成し、ケアを提供した場合　



個　室 ２人室 ３～４人室

要支援　１ ５７９  円

要支援　２ ７２６  円

要介護　１ ７５３  円

要介護　２ ８０１　円

要介護　３ ８６４　円

要介護　４ ９１８　円

要介護　５ ９７１　円

送迎加算

夜勤職員配置加算

緊急受入加算

個別リハビリ加算

総合医学管理加算

重度療養管理加算

認知症症状緊急対応加算

若年性認知症受入加算

緊急時治療管理

口腔連携強化加算

生産性向上推進体制加算

　日帰りの短期入所を利用

特定短期入所

療養介護

介護職員処遇改善加算 　介護職員の処遇を改善するため　上記負担額の７．１％　加算

介

護

保

険

・

介

護

予

防

給

付

内

サー

ビ

ス

９４４　円

　医学的管理の必要な利用者にサービスを実施（要介護４・５）、１日につき１２０円

利

用

者

様

の

要

介

護

度

在宅復帰・在宅療養支援機能加算

サービス提供体制強化加算

　認知症専門棟でのサービスを利用の場合　７６円　加算　（介護給付のみ）

そ

の

他

加

算

科

目

（

実

施

利

用

分

）

　入所及び退所の際、ご自宅まで送迎を行った場合　片道につき　１８４円

　利用者の口腔健康状態の評価を実施し、歯科医療機関、介護支援専門員に情報提供　５０円

　　３時間以上４時間未満利用の場合　　　　　６６４円

　　４時間以上６時間未満利用の場合　　　　　９２７円

　　６時間以上８時間未満利用の場合　　　１，２９６円

　個別リハビリテーション実施日に　２４０円　加算

　治療管理を目的とし、診療方針を定め、投薬、検査、注射、処置等を実施　１日につき２７５円

　受け入れた若年性認知症利用者に対して個別の担当者を定める　１日につき１２０円

　緊急的な治療管理として投薬、検査、注射、処置等を実施、１日につき５１８円

認知症ケア加算

　計画に位置づけられていない緊急利用者の受入に対して、１日につき９０円

　利用者の安全並びに介護サービスの質の確保し、生産性向上改善活動を実施（１）１００円（２）１０円

１日あたりの自己負担分

　看護・介護職員の75％以上が常勤職員　６円　加算

９９７　円

１，０５２　円　　

　認知症症状で在宅生活が困難な利用者に対してサービスを実施　１日につき２００円

６１３　円

７７４　円

　夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たし都道府県知事に届出　２４円加算

８３０　円

　在宅復帰・在宅療養支援等指標４０以上　５１円　加算

８８０　円

短期入所療養介護の利用者負担

令和７年度

介護保険負担割合　１割 居　室　種　別

確認欄



個　室

　　１，７３０　円　　

 　 ５２０　円

第３段階② 　　１，３７０　円　　

第３段階① 　　１，３７０　円　　

第２段階 　　５５０　円

第１段階 　　５５０　円

第３段階②

第３段階①

第２段階

第１段階

＊介護保険負担限度額認定証をお持ちの方は、段階に応じて支払額が異なります。

確認欄

　１食

１００　円

　１回

５０　円

実　費

　１ネット

１，０００　円

　１日

１２０　円

　１回

２，３００　円

　１枚

２，０００　円

　２（１）居住費、食費関連

教養娯楽費

令和７年４月

　２（２）　　その他利用料 利　用　内　容

おやつ代

　３種類からご希望の品を選択できます。

４４０　円

洗濯代

　お持ち込み衣類等の洗濯代行の費用です。

　（業者委託につき実費相当額の徴収となります）

　昼食と夕食の間に召し上がっていただきます。

日用品費

　利用者様個人で使用する日用品を購入された場合の代金です。

　　　各種電池　　歯ブラシ　　歯磨き粉　　髭剃り器　　替え刃　等　　

電気使用代 実　費

　お持ち込み電気製品使用時の費用です。（１日あたり）

ラジオ、電気毛布、電気行火等　使用　　髭剃り、 携帯電話等　充電　 

　居室専用冷暖房設備の使用料

　（居室ごとに電気メーターを設置、使用量　１ｋｗｈあたり２７円）

介

護

保

険

給

付

外

サ

ー

ビ

ス

食　　費

朝食　　３３０　円　　昼食　　５６０　円　　夕食　　５６０　円

実　費

特別室料（一般棟）

＊

負

担

限

度

額

４３０　円

＊

負

担

限

度

額

４３０　円

４３０　円

理美容代

　月初、月末の月曜日、木曜日に理美容師の方が来所されます。

テレビリース代

　ご利用期間中にテレビをお貸しする費用（含電気代）です。

　検査代金は実費いただきます。

　希望される方はあらかじめ費用をお預け下さい。

（設備の関係上、一般棟を利用される場合のみとなります）

４３０　円

４３０　円

６５０　円

　死亡診断書は３，０００　円となります。

　　　ボールペン、筆、画用紙、ノート、折り紙、粘土等の材料等

　利用者様個人で使用する教養娯楽品を、購入された場合の代金

居　室　種　別

４４０　円

４３０　円

居 住 費 ・ 滞 在 費

１日あたりの利用料

文書発行料

　担当医師による文書（紹介状、診断書等）の発行費用です。

　　０　円 　　０　円

　趣味クラブに参加された場合に使用する品物の費用です。

施設サービス（入所）の利用者負担

１，４５０　円　　

１，３６０　円　  

３９０　円

３００　円

３３０　円 －

確認欄

２人室 ３～４人室



個　室

　　１，７３０　円　　

 　 ５２０　円

第３段階② 　　１，３７０　円　　

第３段階① 　　１，３７０　円　　

第２段階 　　５５０　円

第１段階 　　５５０　円

第３段階②

第３段階①

第２段階

第１段階

＊介護保険負担限度額認定証をお持ちの方は、段階に応じて支払額が異なります。

確認欄

　１食

１００　円

　１回

５０　円

実　費

　１ネット

１，０００　円

　１日

１２０　円

　１回

２，３００　円

　１枚

２，０００　円

居 住 費 ・ 滞 在 費

４３０　円 ４３０　円

短期入所療養介護共通の利用者負担

令和７年４月

　２（１）居住費、食費関連 居　室　種　別

確認欄

１日あたりの利用料 ２人室 ３～４人室

１，４５０　円　　

食　　費

４４０　円 ４４０　円

特別室料（一般棟） ３３０　円 －

４３０　円 ４３０　円

朝食　　３３０　円　　昼食　　５６０　円　　夕食　　５６０　円

１，３００　円　  

１，０００　円　  

３００　円

介

護

保

険

給

付

外

サ

ー

ビ

ス

＊

負

担

限

度

額 　　０　円 　　０　円

４３０　円 ４３０　円

　趣味クラブに参加された場合に使用する品物の費用です。

　　　ボールペン、筆、画用紙、ノート、折り紙、粘土等の材料等

　利用者様個人で使用する教養娯楽品を、購入された場合の代金

教養娯楽費

利　用　内　容

おやつ代

　３種類からご希望の品を選択できます。

　昼食と夕食の間に召し上がっていただきます。

＊

負

担

限

度

額

文書発行料

ラジオ、電気毛布、電気行火等　使用　　髭剃り、 携帯電話等　充電　 

　居室専用冷暖房設備の使用料

　（居室ごとに電気メーターを設置、使用量　１ｋｗｈあたり２７円）

　お持ち込み電気製品使用時の費用です。（１日あたり）

　ご利用期間中にテレビをお貸しする費用（含電気代）です。

（設備の関係上、一般棟を利用される場合のみとなります）

６００　円

　２（２）　　その他利用料

日用品費 実　費

洗濯代

　お持ち込み衣類等の洗濯代行の費用です。

　検査代金は実費いただきます。

　死亡診断書は３，０００　円となります。

　月初、月末の月曜日、木曜日に理美容師の方が来所されます。

　希望される方はあらかじめ費用をお預け下さい。

　担当医師による文書（紹介状、診断書等）の発行費用です。

実　費

理美容代

テレビリース代

　利用者様個人で使用する日用品を購入された場合の代金です。

　　　各種電池　　歯ブラシ　　歯磨き粉　　髭剃り器　　替え刃　等　　

電気使用代

　（業者委託につき実費相当額の徴収となります）


